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八尾市立小・中学校適正規模等審議会 第１１回会議 会議録 

 

【会 長】 ただ今より八尾市立小・中学校適正規模等審議会 第11回会議を開催します。 

本日は３人の委員から欠席の連絡がありましたが、定足数に足りていますので、

審議会は成立しています。はじめに、お手元に配付されている資料について事

務局より確認願います。 

 

【事務局】 資料確認。 

 

【会 長】 資料についてはよろしいでしょうか。それでは審議に入ります。本日は、前

回に引き続いて答申案について審議しますが、その前に、前回会議で出された

意見を踏まえ答申案を修正していますので、その修正箇所について確認したい

と思います。 

はじめに、４ページでは、前回の会議で、語句の意味が分かりにくいもの

には注釈を入れようという話になりましたので、欄外に「校務分掌」に関す

る解説を設けています。 

次に、12ページでは、６行目の「小規模特認校制度」と「施設一体型の小

中一貫校の設置」について順番を入れ換えています。また、下から２行目の

「小規模特認校制度と同様に」という文言を消しています。それから、13ペ

ージの下から２行目に「施設一体型の小中一貫校の設置と同様に」という文
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言を入れています。これは、前後の文章のつながりとして、このようにした

方がいいということです。 

次に、15ページでも、用語として分かりにくいということで「教育コミュ

ニティ」という言葉に注釈をつけました。修正箇所は以上ですが、前回から

の修正点について、何かご意見等はありませんか。 

 

【委 員】 意見なし。 

 

【会 長】 それでは議事に入ります。前回会議では、答申案の15ページまで確認しまし

たので、本日は16ページ以降について審議します。 

まず、16ページの「人権尊重の視点に立った適正化」について、２行目の

「また、審議会の議論にもありましたとおり」の後を、「泉南市において、

同和地区と校区が同一になることに反対した住民の取組みに対して、行政は

毅然とした態度をとったことを参考にするとともに、過去の八尾中学校の３

校分離において、同和地区と同一地区になることを忌避する傾向が生じた際

に、このことを是正しようということを審議した経験を十分に活かされるよ

うに望みます。」と具体的に表現してはどうかという意見がありました。ま

た、表題を「差別解消・人権尊重の視点に立った適正化」としてはどうかと

いう意見が出ていました。 

前回は、この意見に対して、「答申案全体について地名は挙がっておらず、

一般的に記述しているので、具体名を挙げるのはいかがなものか。」という

意見がありました。こういった意見も踏まえながら審議を進めたいと思いま

すので、皆さん方のご意見をお願いします。 

  

【委 員】 私は、この表現はこれでいいと思います。表題の「人権尊重の視点に立った

適正化」の重さは１行目、２行目に十分表されていると考えています。また、

３行目の「他の自治体での取組みを参考とする」も、他の市のことは書くべ

きではないと思います。 

      この審議会では、八尾中学校や大正小学校の分離をはじめ、八尾市内におけ

る通学区域の変更、泉南市や他の自治体での取組みなど、いろんな事例が事

務局から出されました。八尾市の動きや他市の動きも参考にすべきであると

いうことであれば、この表現で適切だと考えます。 

 

【委 員】 私も今の意見に賛成です。知らない人の方が多いと思いますので、あまり詳

しく書かない方がいいと思います。 

 

【委 員】 ここだけを具体的に書くと、「どうしてここだけ具体的に書いているのだろ

うか」と逆に疑問をもつのではないかと思いました。 

 

【委 員】 私も、答申案の中でこの「人権尊重の視点に立った適正化」だけがあまりに

具体化されるのはよくないように思います。 
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【委 員】 私もこの表現でいいと思います。私が以前勤務した学校は分離したばかりの

新設校でしたが、やはり様々な問題がありました。それを「こういうことも

あった」と具体的に書くことは難しいと思いますので、この表現でいいと思

います。 

  

【委 員】 具体的な学校名や市の名前まで書く必要はないというのは、確かにそう思い

ます。ただ、知らないことや書かれなかったことは忘れ去られてしまうので、

あったことや議論したことを正しく載せてほしいです。 

人権問題や差別問題に踏み込むことは、とてもしんどいことだと思います

し、傷に触れることにもなると思いますが、八尾市が歩んできたことや経験

してきたことはとても大切なことですので、答申案を市民の皆さんに読んで

もらうことで八尾市が経験したことを知ってもらうことができると思います。

また、大いに疑問をもってもらい、議論を呼び起こすことで、みんなで議論

できる題材になってもいいと考えています。 

八尾市が経験したとても大切な歴史の一つであると思いますので、具体的

に何があったのか、何を大切にしなければならないのかが分かるような文章

になればいいと思います。 

 

【委 員】 おっしゃることは分かりますし、お気持ちもすごく分かります。確かにこう

いう話はどこかでしないといけないことだとは思いますが、ここで特に書く

というのは違うように思います。 

 

【委 員】 過去に八尾市では、学校を分離するときに差別的なことが起こりました。最

近では泉南市でも起こっています。特別のように見えますが、全然特別なこ

とではなく、学校を分けたりすることでいろんな摩擦が起こるとともに、差

別的なことも起こっているということです。 

 

【委 員】 それを書くのであれば、他のことでも書かないといけなくなります。そこま

ですると、際限なく広がってしまうと思います。 

 

【会 長】 答申としてどこまで書くかということだと思います。これまでの議論は審議

会の議事録として公開していますので、市民の皆さんも見ることができます。

ですから、この問題を何も書かないでおこうといった意図は全くありません。

その上で、答申案は全て一般的に書いています。今ご指摘のあった問題、ある

いは議論しなかった他の問題も含めて、人権尊重の視点を忘れてはいけないと

いう意味でこのように表現しています。具体的に書くと、「なぜここだけ具体

的なのか」となり、書ききれないと考えています。具体的に知りたい人は審議

会の議事録を見ていただければと思います。一般的に書いているということで、

少し考えていただけますか。 
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【委 員】 次に進む前に、16ページの「地域活動への配慮」の６行目の「地域活動が後

退することのないよう」という表現について、意図はこれで分かりますが、

もっと強調した文章にしてはどうかと思います。 

ＪＲ久宝寺駅前に建設中のマンションについては、子どもたちは亀井小学

校に行くことになりましたが、住んでいるところは龍華町で龍華地区です。

龍華地区には龍華小学校があって、亀井小学校は亀井地区です。自治振興委

員会では、できるだけ学校区と行政区が一致するようにしていますが、校区

と行政区が別になる地域がまたできたわけです。これが、学校規模の適正化

によって何年か先には元に戻ってほしいとなると、地域活動が分断されて攪

乱されることになりかねないことを非常に憂いますので、そういうことを表

現できないかと思います。 

ただ、このことを具体的に書くのが一番いいと思いますし、八尾中学校の

分離の際の人権問題についても具体的に書けば一番分かりやすいと思います

が、それができないとなると表現するのは難しいと思います。 

 

【会 長】 この審議会では、他の会議で決められたことについて発言できる立場にはな

いと思っています。そのように決められたことを踏まえた上で、今後、その

マンションの子どもが増えた時にどうなっていくのか、具体的に考えていた

だくより他にないと思います。 

      ただ、今ご指摘いただいたことは議事録にも載りますので、忘れられること

はないと思います。その内容を具体的に書くことは非常に難しいというのが私

の考えですが、議事録に載せるということでご理解いただけますでしょうか。 

 

【委 員】 結構です。 

 

【会 長】 それでは、16ページの「まちづくりに関する市全体での検討」について審議

します。前回会議において、１行目の「例えば」の後ろに「コミュニティバ

ランスに配慮したまちづくりの推進や公営住宅の入居のあり方の検討」とい

う文言を入れてはどうかとの意見がありました。この件についてご意見をお

願いしたいと思います。 

  

【委 員】 ここでは例示としてマンションの建設や市街化調整区域のことが出ています

が、八尾市にはたくさんの公営住宅がありますので、公営住宅の入居の問題

もコミュニティバランスにとってはとても大きな問題ですから、入れてはど

うかと思ったわけです。 

 

【委 員】 一つひとつに具体例を入れると、全てに具体例を入れなければなりませんの

で、この表現で上手くまとめていただいていると思います。 

 

【委 員】 全体的に同じように書いた方がいいと思います。簡潔にまとめていただいて

いますので、これでいいと思います。 
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【委 員】 現に公営住宅があるので、あるものは入れてはどうかということです。「入

居のあり方」を入れると具体的で分かりやすいと思ったのですが、これはな

くてもいいかと思います。 

 

【会 長】 これまでの議論では、マンション建設の抑制や市街化調整区域の見直しにつ

いて具体的に出ていましたので、そこに私の方で「抑制」だけではなく、

「促進」を加えました。これは先程の意見の意図を汲んだつもりです。 

 

【委 員】 下から２行目の「教育委員会だけでは難しく、市長部局と連携する」という

表現は余計だと思います。この表現では、市民は「教育委員会と市長部局は

別々なのか。なぜ一緒にできないのか。」と考えてしまうと思いますので、

教育委員会と市長部局を別々に書かない方がいいと思います。 

 

【委 員】 まちづくりは市全体で考えなければならないというのは当然だと思います。

ただ、市街化調整区域を見直しても、その地域に家を建てたい人がいないと

人は増えませんので、難しい問題もあると思います。しかし、この審議会で

は確かにこのように議論されましたので、ここに書かれていることはこれで

いいと思います。 

しかし、「教育委員会だけでは難しく」と書くと、教育委員会と市長部局

が対立しているように感じるというのは、私も「なるほど」と思いますし、

そう理解する市民もおられると思いますので、「これらの方策を実施するに

は、教育委員会と市長部局が連携し、市全体として総合的に検討されること

を望みます。」と表現するのがいいと思います。 

 

【委 員】 私も「教育委員会だけでは難しく」というのは対立しているように受け止め

られると思います。 

 

【会 長】 私は、ここの表現はそれほど対立的には捉えていませんでしたので、少し考

えたいと思います。それでは、先程の「人権尊重の視点に立った適正化」に

ついて再度審議します。 

 

【委 員】 文章はこのままでいいと思いますので、表題を「差別解消・人権尊重の視点

に立った適正化」としてはどうでしょうか。 

 

【委 員】 人権尊重だけでは少し分かりにくいので、私も「差別解消」という言葉を入

れてはどうかと思います。 

 

【会 長】 私が「人権尊重の視点」と表現したのは、学校規模の適正化は差別解消のた

めの政策ではないからです。また、「差別解消」とすると、差別があること

が前提になりますので、「具体的に差別があるのか」という話になります。

そういう意味で、人権尊重それ自体が差別解消につながるわけですから、
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「人権尊重」という表現にしようと考えたわけです。差別解消のために学校

規模の適正化をするのではなく、教育委員会には人権尊重の視点をもって適

正化に取り組んでいただきたいというお願いをしているわけです。 

 

【委 員】 市民の皆さんがこの審議会の会議録を詳しく読んでくれるとは限らないと思

いますので、「校務分掌」や「教育コミュニティ」に注釈をつけたように、

「第○回の審議会で検討された」と注釈をつけて、具体的には書かずにそこ

を見ていただくようにしてはどうかと思います。それと、他の自治体のこと

は触れるべきではないと思います。 

 

【会 長】 この件については、事務局から具体的な資料の提供もありましたし、何度も

議論して、委員の皆様からも多くの意見を出していただきました。特に、

様々な立場からご自分の経験を含めて発言いただいたことは非常に有益であ

ったと考えています。しかし、その一部だけを参考にするように注釈を設け

るのはいかがなものかと思います。 

      私としては、答申案を出したときに誤解を招きたくないと考えています。報

告書ではなく答申ですので、一定のレベルになるようにまとめたいと考えて

います。 

 

【副会長】 「人権尊重の視点に立った適正化」に注釈をつけることになると、他にも学

校選択制の議論など、いろんなところにも同じように注釈をつけることにな

ると思います。そうなると、先程の問題と同じになりますので、やはりなじ

まないのではないかと思います。 

 

【委 員】 「校務分掌」や「教育コミュニティ」と同様に、説明の文章をつけてはどう

でしょうか。 

 

【会 長】 「校務分掌」や「教育コミュニティ」とは注釈の意味合いが違うと思います。

この場合は、「ここでいう人権尊重とはこういうことだ」という説明になる

と思います。 

 

【委 員】 校区を変更するときに起こった差別事件を是正するには、「人権尊重」とい

う言葉だけでは表現できないと思いますので、具体的に書いてほしいと思っ

ています。しかし、文章はこれでいいと思いますので、「差別解消」や「差

別をしない」ということを表題に入れてほしいと考えています。 

学校規模の適正化は差別の解消をめざすものではないということは理解で

きます。適切な言葉が思い浮かばないのですが、「学校規模を適正化するこ

とによって、差別をさせない、差別を許さない」という意味の言葉を入れて

ほしいと思います。現実に、今なお起こっていることですから、「人権尊

重」だけではそういうことを防げないのではないかと思います。 
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【会 長】 そうなると、「人権尊重」の意味自体の議論にならざるを得なくなります。

差別をしないということは人権尊重で、人権を尊重するということは差別を

しないということだと思います。 

 

【委 員】 「差別をなくそう」というよりも「人権を尊重しましょう」という表現の方

が、読んだ方も納得しやすいと思います。 

 

【委 員】 私もそう思いますが、現実に差別はあります。例えば、校区の問い合わせで

は、同和地区であるかどうかを尋ねる人がいます。なぜそのようなことを聞

くかといえば、同和地区を避けようという気持ちがあるからで、そういった

ことが現実に起こっています。 

今のご意見のような表現の方がきれいだとは思いますが、例えば40年前に

校区を再編するときに、同和地区の中に行きたくないと署名が起こったり、

つい最近も泉南市で起こったりしました。 

ここまで具体的に書くのはいかがかというのは理解できましたが、八尾市

でも今も差別事件が起こっています。もう少し踏み込んで、このことによっ

て差別をさせない、許さないということまで書いてほしいと思います。 

 

【委 員】 私は、「差別解消」と入れると具体的過ぎるのではないかと思います。 

 

【委 員】 私も、全体的な文章の流れを見ると、「差別解消」というのは具体的過ぎる

言葉だと感じますので、「人権尊重の視点に立った適正化」とした方がいい

と思います。この問題はすごく大きなことですので、別に話し合う場が必要

だと思います。 

 

【会 長】 この点については、文章はこれでいいけれど、表題に「差別解消」を入れる

かどうかという点に絞られたと思います。これに関わって、他にご意見はあ

りませんか。 

 

【委 員】 意見なし。 

 

【会 長】 それでは、「まちづくりに関する市全体での検討」について、他にご意見は

ありませんか。 

 

【委 員】 公営住宅については、「住宅」という括りでいいのではないかと思います。

公営住宅となれば、民営住宅もありますので、そこまで具体的に入れなくて

もいいのではないかと思います。 

 

【会 長】 他にご意見はありませんか。 

それでは次に、17ページの「今後の研究課題」について、前回の会議では

「（１）市の教育ビジョンに関する事項」「（２）学級定数に関する事項」
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「（３）小中一貫教育に関する事項」の３点のレベルが違い過ぎるのではな

いかという意見がありました。これについては、私も確かにそう思いますの

で、一つの提案として、大きな概念から順番に並べ替えてはどうかと考えて

います。具体的には「（１）市の教育ビジョンに関する事項」「（２）小中

一 貫 教 育 に 関 す る 事 項 」 「 （ ３ ） 学 級 定 数 に 関 す る 事 項 」 と い う よ う に

（２）と（３）を入れ替えてはどうかと考えていますが、いかがでしょうか。 

 

【委 員】 「市の教育ビジョンに関する事項」というのが具体的にどのようなものなの

か分かりにくいと思います。これについてはこの審議会で議論されたのでし

ょうか。 

 

【会 長】 この件について具体的には議論していません。ただ、議論の当初に、「市と

しての教育ビジョンがないと、学校規模の適正化の議論が大変しにくい。」

という意見がありました。 

確かに教育ビジョンを作ることは、今、各自治体の教育委員会に要求され

ていることですし、地方分権でいくには教育ビジョンを持たないとできない

ことですので、ここに挙げたわけです。「教育ビジョンがないので適正化の

問題が考えにくい」ということから出発して、この際、八尾市の教育ビジョ

ンを作っていただくように、教育委員会へお願いしようという意図です。 

 

【委 員】 教育委員会では、毎年、教育重点目標を作成しています。教育重点目標では、

「八尾市の教育はこうやっていきます」、「こういう子どもを育成するよう

にめざします」ということが示されています。 

 

【会 長】 毎年の教育目標は、その年度に重点的に取り組むことを示したものです。教

育ビジョンは、「八尾の教育をどうするのか」という全体像が必要で、しか

も具体的な内容が必要です。そういうグランドビジョンがないと、毎年の目

標がどれ程の有効性を持ち得たのかを評価することができないと思います。

また、小中一貫教育もそのグランドビジョンがないと出てきません。 

制度的な改革をしようと思えば、全体の見取図がないと的確な判断ができ

ないと思いますので、毎年の目標と教育ビジョンは違うと思います。 

 

【委 員】 私は、教育委員会はこれまでから教育ビジョンを示してきたと考えています。

教育ビジョンがないような教育委員会はありません。ですから（１）は何を

指しているのか分かりません。 

「市の教育ビジョンに関する事項」については、その他と位置づけるとい

う解釈であれば分かります。八尾市では教育ビジョンは立てていますし、私

自身も、教育ビジョンを考えてやってきたという気持ちがあります。 

「学級定数に関する事項」と「小中一貫教育に関する事項」を今後研究す

るというのは分かります。しかし、「教育ビジョンに関する事項」といって

も、何を研究するのかが分かりません。 
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【副会長】 今、議論している教育ビジョンは、中長期的なものです。今は、法整備もさ

れ、そういう計画を作ろうという動きもあって、各自治体では色々な計画が

策定されています。 

当然、毎年作成されてきたものはあると思いますが、もう少し先を見通し

て、例えば「10年後までに八尾市の子どもたちに具体的にどのようにしてい

くのか」ということを検討するということだと思います。 

 

【委 員】 それは検討されていますし、されてないような教育委員会はありません。

100年先までは難しいですが、５年先、10年先の八尾の子どもたちをどう育て

るのかということについては、当然議論されています。また、それを基本に

して、毎年、教育委員会から幼稚園も含めた八尾の教育について示されてい

ると認識しています。 

 

【会 長】 例えば、ここに「小中一貫教育に関する事項」が出ていますが、これは制度

変更が必要です。このような制度変更は、毎年の「こういう子どもに育てま

しょう」という目標だけではできません。ですから、例えば「小中一貫教育

をめざしてどういう仕組みを作るのか」あるいは「幼稚園と保育所について

どうしていくのか」等について、八尾の全体像が必要であるということです。 

 

【委 員】 「八尾市教育重点目標」は、ここでいう教育ビジョンではないということで

すか。 

 

【会 長】 それは年度毎の具体的な目標であって、今、私が申し上げている教育ビジョ

ンは、その目標を実現するためのシステムをどう作り出していくかという、

システムを含めた全体像のことです。 

 

【委 員】 そうであれば、「システムを作るように研究しなさい」というように、「市

の教育ビジョンに関する事項」の内容をもう少し分かりやすく書くことがで

きればいいと思います。 

 

【会 長】 分かりました。他にご意見はありませんか。 

 

【委 員】 前回、まちづくりと教育に関係することを今後の研究課題として入れていた

だきたいと申し上げましたが、今議論した留意点にも、学校規模の適正化と

まちづくりとは関係性が高い、あるいは市全体で考えていかなければならな

いと謳っているわけですから、ぜひ、まちづくりと教育に関する事項を研究

課題として入れてほしいと思います。 

 

【会 長】 おっしゃることは分かりますが、この審議会は教育委員会に対して答申する

のであって、市に対して答申するのではありません。教育委員会に対して

「まちづくりを研究してください」とお願いしても、できないと思います。 
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【委 員】 教育とまちづくりは関係がありますので、そのことを研究してほしいと考え

ています。教育委員会でまちづくりのことを考えるのは難しいと思いますが、

例えば、市街化調整区域を見直すことは、まちづくりと教育が関係している

ことですから、このようなことを研究してほしいという意味です。 

 

【会 長】 ここから省いた理由は、それは八尾市がやることで、市長の下に「まちづく

りと教育」といったテーマのプロジェクトチームを作って、特別研究として

されるべきだと思います。教育委員会にそれをお願いするのは負担が大きす

ぎると考えています。 

他にご意見はありませんか。それでは、最後に資料が残っていますが、こ

の資料で市民意見を募集したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【委 員】 異議なし。 

 

【会 長】 本日は、「地域活動への配慮」「人権尊重の視点に立った適正化」「まちづ

くりに関する市全体の検討」「今後の研究課題」について議論いたしました。

最終的にまとめることはできていませんが、４月１日から市民意見を募集し

ますので、市民意見を募集するにあたっての答申案の修正については、会長

一任とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【委 員】 異議なし。 

 

【会 長】 最終答申については、市民意見も踏まえながら、もう一度皆さんとしっかり

議論をしたいと考えていますので、よろしくお願いします。それでは、事務

局から次回会議の日程について提案願います。 

 

【事務局】 ４月１日（木）から30日（金）までの１カ月間、答申案に対する市民意見を

募集し、その後、５月18日（火）に第12回会議を開催したいと考えています。 

 

【会 長】 次回会議は、５月18日（火）ということで、よろしくお願いします。他にあ

りますか。 

 

【事務局】 市民意見の募集にあたっては、市のホームページ上で、これまでの審議会の

議事録を見ることができるような形で募集したいと考えています。 

 

【会 長】 審議会での議論が市民の方々によく分かるようによろしくお願いします。  

それでは、これで第11回会議を終わります。ありがとうございました。 

 


